
 

 

別記第１号様式（第７関係） 

会  議  録 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和 3年度第 3回豊島区在宅医療連携推進会議 

事務局（担当課） 地域保健課 

開   催   日   時 令和 4年 2月 4日（金） 19時 30分 ～21時 00分 

開 催 場 所 オンライン会議 

議      題 

１ 開会 

２ 議事 

(1) 各部会の報告 

(2) 在宅医療相談窓口実績報告について 

(3) 歯科相談窓口報告実績報告について 

(4) 在宅医療コーディネーター研修について 

(5) 令和３年度豊島区在宅医療連携推進会議交流会の開催に

ついて 

(6) その他 

 

公開の

可否 

会  議 

□公開 □非公開 ■一部非公開    傍聴人数  0人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由  

オンライン開催のため 

会 議 録 

□公開 □非公開 ■一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

個人情報が含まれるものは一部非公開 
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出席者 

委 員 

田城 孝雄（放送大学大学院教授） 

平井 貴志（豊島区医師会会長） 

吉澤 明孝（豊島区医師会地域医療部委員） 

土屋 淳郎（豊島区医師会地域医療部理事） 

水足 一博（豊島区医師会地域医療部理事） 

井口 裕章（豊島区医師会地域医療部委員長） 

田中 宏和（豊島区医師会地域医療部委員） 

高田 靖（豊島区歯科医師会副会長） 

中島 陽州（豊島区歯科医師会専務理事） 

佐野 雅昭（豊島区薬剤師会会長） 

小林 晃洋（豊島区薬剤師会理事） 

檀 直彰（東京都立大塚病院内科部長） 

末吉 美花（東京都立大塚病院看護部看護師部門看護師長） 

村崎 佳代子（池袋本町訪問看護ステーション） 

沖野 加奈子（ナースステーション東京池袋支店） 

小林 寿美（介護老人保健施設 安寿） 

深澤 雅代（ふくろうの杜高齢者総合相談センター） 

金 日幸（ケアプランセンターまんぞく） 

関口 妙子（有限会社東洋ケアセンター） 

中辻 康博（豊島区在宅医療相談窓口室長） 

会沢 咲子（豊島区歯科相談窓口相談員） 

猿渡 寿彦（豊島区在宅医療相談窓口相談員） 

鈴木 道（豊島区在宅医療相談窓口相談員） 

会沢 咲子（豊島区歯科相談窓口相談員） 

木川 るり子（区民委員） 

植原 昭治（池袋保健所長） 

水木 麻衣子（日本医療コーディネーター協会理事） 

※委員の肩書・役職は会議当時のものです。 

そ の 他 

オブザーバー参加 田中 宏明（東京都立大塚病院内科部長） 

事 務 局 

保健福祉部長、福祉総務課長、高齢者福祉課長、介護保険課長、 

地域保健課長 
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１ 開会 

 

２ 議事 

(1) 各部会活動報告について 

【ＩＣＴ部会】 

○委員 ＩＣＴ部会は特に会議等はしておりません。一応、報告事項としては、今までと

特に変わりありませんが、ＡＣＰノート、ＡＣＰアプリについては、今度、交流会のと

きに、これの説明会を行いたいというふうに思っております。 

あと、今、豊島区医師会の多職種連携ネットワークとしては、下のほうの表に書いて

あるとおりに、これぐらいの人数で今やっておりますが、区内の医療・介護職で、１，

５５０名というようなところかと思います。ただ、下のほうにありますログインＭＡＵ

とありますけど、Ｍｏｎｔｈｌｙ Ａｃｔｉｖｅ Ｕｓｅｒｓ、１か月に１回ぐらいア

クセスしているユーザーというものに関しては９００人ぐらいですので、比率としては

少し減ってきているなというような印象ではあります。 

上のほうに戻りまして、これからまた対応していくというようなことに関してですが、

Ｍｏｎｔｈｌｙ Ａｃｔｉｖｅ Ｕｓｅｒｓが減っているというような、比率が減って

いるというようなこともありますので、再周知をしていくというようなこと。 

あとは、オンラインでの会議だったり、カンファレンスだったりというのを、もう少

しうまいことできないかなというようなこと。ＡＣＰノートの普及。 

あとは、バイタルデータ共有システムみたいなものがあって、これは、実は東京都が

宿泊療養施設とか酸素ステーションとかでも使っているようなシステムなんですけれど

も、そういったものを使いながら、例えば病院と一緒にできないだろうかみたいなこと

を考えていけるといいかなと思います。在宅と病院とでのデータの情報共有みたいなこ

とを考えたりしていけたらいいかなと、次年度以降、考えているという次第です。以上

です。 

○会長 ありがとうございます。ご質問はありますか。このシェア率というか、例えば全

従事者、例えば医師会の会員の中で何％ぐらいの先生が、よく使う人、まあまあ使う人、

それから、そのほかの職種とか、それから患者さんの、なかなか把握は難しいと思いま

すけど、どの程度ＡＣＰを活用されているかというのは分かりますか。 

○委員 ＡＣＰアプリですかね。ＡＣＰのアプリは、まだ本当に、今お試しで使っている

ところで、使っているところは、まだほとんどないです。 

○会長 ＭＣＳのほうは。なかなか、このシェア率、普及率というのが。 

○委員 使っているので多いのは、医師とか看護師、訪看ステーションなんかは結構使っ

てくださっているなという、そんな印象だと思います。介護系は少し少なめではありま

すけれども、多分ほかのエリアと比べると、かなり多いほうじゃないかなと。 
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○会長 豊島区は先進地域、全国の中でも多分、基礎自治体というか医師会の中では多分

トップ５には入りますよね。トップ３かな。 

○委員 分からないです。 

○会長 分かりました。ありがとうございます。あと、データの共有はデータセンターみ

たいなものを活用するんですか。それとも、これはＭＣＳの。 

○委員 ＭＣＳではないんですけれども、今使っているのはＬＡＶＩＴＡというようなシ

ステム、日本光電が使っているやつなんですけれども、そこら辺でデータ共有、バイタ

ルデータの共有ですかね。血圧とかＳｐО２だとか体重だとか、そういったようなことが

できるようなシステムがあって、それが今、東京都の宿泊療養とかでも使っているよう

なシステムなので、比較的いいかなと個人的には思っているんですけれども、これから

病診連携をするに当たって、データ共有みたいなものがある程度必要になってくるかな

というふうなことを考えていて、在宅医療とその病院との連携というところにそういっ

たものが使えると、よりいいかなと。ＭＣＳとの二本立てみたいな感じ。ただ、そうや

ってシステムを使うのが多くなると、また少し大変になってきちゃうという面もあるの

で、そこら辺は悩みつつといったところかと思います。 

○会長 生体データなんですけど、手入力するのか、それとも、例えば血圧計にＩＰアド

レスが振ってあって、自動で値を送ってくれるとか。 

○委員 今、僕が使っているのは、ゲートウェイという機械を１個使っているんですけど、

今新しくなって、スマホとかでできるんですが、そのスマホと血圧計とかがもう連動し

ていて、血圧を計るとスマホを介してサーバーにデータが蓄積されるような、そんなシ

ステムになっています。 

○会長 では、血圧計と、多分Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈでつないで、それから、スマホから飛

ばす感じですかね。将来的には、生体データの測定機器が、全部ＩＰアドレスが振られ

て、そのままダイレクトにデータセンターに送られるということになっていくと思いま

す。血圧計とか。だから、計るとそのまま自動的に、機械のほうにデータが蓄積されて

いくということになっていくのが普通になるだろうと思います。 

 

【口腔・嚥下障害部会】 

○委員 口腔・嚥下障害部会ですけれども、１月にやろうと思ったら、コロナの影響でで

きず、これといって進展はないんですけれども、第２回の会議の後、豊島区にある認定

栄養ケア・ステーションの訪問看護師の方に、あぜりあ歯科診療所を介して訪問栄養指

導に行っていただいたというような症例をやってみたのですが、それが歯科のほうでそ

れにレセコンのほうが対応していなくて、算定はできるようになっていのですが、レセ

コンのほうが対応していなくて、レセコン会社のほうに内容を変えるように依頼をして

いるところです。これをきっかけにして、豊島区内にこの認定栄養ケア・ステーション

というのができているので、それをもう少し活用できるようなシステムを広げていきた
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いなと思っています。 

○会長 今のご報告に関して、質問はありませんか。栄養ケア・ステーションについて、

よろしいでしょうか。口腔ケアとか栄養は、フレイルですよね。フレイル３本柱のうち

の口腔フレイルとか、そういうことに関係しますので、とても大事なことだと思います。 

 

【在宅服薬支援部会】 

○委員 あうる薬局で１２月、在宅で対応できる薬局を紹介してくれという話が医療機関

のほうからあり、１件薬局を紹介しました。自宅療養者に対しての薬剤の配付を行って

おります。先生方からは患者さんがいらっしゃって、あうる薬局のお話があって、あう

る薬局のほうで近隣の薬局を紹介して先生との間を取り持って配送をしております。今

日も、私のほうも数件回っておりますし、北堀先生からあうる薬局に話があって、うち

の近くのほうのところに届けに行ったりしております。また、近隣の先生からの紹介、

依頼があって、あうる薬局が行ったのが４件、薬局で行ったのが１５件となっておりま

すが、現時点では、方々の薬局でやっておりますので、件数的には、落ち着いた頃に確

認してみたいと思っております。 

カフティーポンプ、キャドレガシーをあうる薬局に置いてありますけれども、現在は

会員薬局からのレンタル希望があって、カフティーポンプが１台、キャドレガシー２台

が貸出しされております。在宅で先生が入られるときに、必要であれば、言っていただ

ければ、薬剤師会のほうですぐご用意ができるような準備をしております。 

ラゲブリオの対応薬局に関して、年末に豊島区はラゲブリオの対応薬局がゼロではな

いかという話がありましたけれども、ＭＳＤのほうの名簿が更新されておらず、実際に

は７件ぐらいありました。現在は会員薬局で２７薬局、会員以外の薬局で６薬局が対応

薬局として準備しております。知っている限りで言うと、うちで１件、近所のところと

ほかのところで合わせて６、７件の使用例は出ております。 

あうる薬局のほうで、薬の相談を少しずつ始めているような状況です。抗原キットのこ

とに関して売っていないのかという話がありますけれども、現時点では、卸のほうであ

る程度入ってきたものに関しては、薬局に回さずに、医療機関に向けて回している状況

です。以上です。 

○会長 あうる薬局が基幹薬局、それからサポートセンターとして働いているということ

ですよね。 

○委員 そうですね。 

○会長 ラゲブリオなんですけれども、会員外の６薬局とも情報交換は取れているんです

か。彼らは独立してやっている感じですか。 

○委員 独立している形になっています。 

○会長 特に、四師会の中でも、薬剤師会が割と加入率がどうしても低めですよね。 

○委員 全体的に見ると、５割近くなってきているみたいで。 
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○会長 この会員外は大手のドラッグストアチェーンとかですかね。 

○委員 それが多いですね。防災のほうでは、こちらから声をかけて、協力できる人間の

把握はやっているのですが、短期のときに協調してやるということに関しては、まだ体

制としてはできていないです。 

○会長 無理に加入を強いるというわけではないのですが、いざというときに、会員の薬

局と会員外の薬局の間で情報の齟齬をなくしたり、薬剤師会の知らないところで会員外

の薬局が色々なことをやった時に、それが把握できていればいいですね。これは行政、

区のほうでは把握できるんですか、薬剤師会。 

○委員 登録した診療所同士が見られるリストになっています。一般公開はしていないま

せん。行政のほうとしては、口頭では話はしております。 

○会長 事務局のほうから何かありますか。 

○事務局 補足ございません。 

○会長 昔は僕、世田谷区の委員もしていたんですけれども、世田谷区も加入率が結構低

い。世田谷区も、たしか二つあったんですけれども、やっぱり加入率に差があり、どう

しても大手のドラッグストア、有名なところとか、独立系のところがあるんですよね。

それでも、会員であるなしで、一連となって動くということで齟齬がないように、コミ

ュニケーションが取れるといいですね。特に医師会、歯科医師会と比べると、薬剤師会

はどうしても加入率が、すみません、余計なことを言いましたけど、ぜひ頑張ってくだ

さい。 

 

【訪問看護ステーション部会】 

○委員 １０月２８日に部会を開催しています。検討事項として、今年度の事業計画に基

づいて、体験研修と勉強会についてということで、メインに話合いをしております。体

験研修は、この時期、実施する計画で進めておりまして、ただ、１月に入って急遽、第

６波の中で、体験研修を見送りや中止の申出のある医療機関もあり、本来８医療機関、

１６名の申込みがあって、９ステーションで受ける予定だったのですが、実際どれくら

い実施できるかは、次回報告させていただきます。また、昨年度に比べて研修の申込み

が増えました。しかしまたコロナの影響で、実施できる件数は少ないかなとは思ってお

ります。 

次に、勉強会について、引き続き臨床倫理で山田先生にお願いをして、テーマは「み

んなで考える臨床倫理～４分割法の実践」ということで、模擬事例を出して劇場型でや

ろうかと考えています。これもＺｏｏｍになるかと思いますが、具体的には詰めていこ

うと思います。まだ皆さんには告知もしていないのですが、コロナの様子を見ながら、

どういったスタイルでやるか検討していこうと思っています。以上です。 

○会長 訪問看護ステーション部会は非常に活発な活動をされています。定例のというか、

カレンダーどおりのこういう体験研修というか勉強会は、例年どおりやるというのはな
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かなか難しいですよね。そういう中でも、一応ちゃんとスケジュールどおり検討すると

いうのはすばらしいと思います。臨床倫理は、これはＡＣＰではないんですけど、その

先を行くことになるんですね。ＡＣＰのさらに先というか。基本から考えよう、勉強し

ようということでしたよね。 

○委員 そうです。ＡＣＰに限らずということです。基本的な臨床倫理の視点というのを、

やっぱり在宅医療の中にも今後どんどん周知していく必要があると考えています。ＡＣ

Ｐに限らず、ふだん活動している中で、もやもやとすることは、本当は倫理的課題なん

だよというところに気づいてほしくて、そこを今回は狙っています。 

○会長 もっと基本的というか、理念とか哲学とか、そういう部分ですかね。基礎的な思

考法といいますか。例年どおりに進めることは難しいかもしれませんけれども、その結

果を、訪問看護ステーション部会の皆様じゃなくて、我々にも全部フィードバックして

いただけると助かります。 

 

【リハビリテーション部会】 

○委員 今年度の活動につきまして、こちらのほうは来年度の活動に向けた準備期間とい

たしました。今まで、リハビリテーション部会は、リハ講座や体験研修といった対面の

活動を重視して行ってまいりましたが、コロナ禍でもあり、活動内容の見直しを行い、

また来年度は主に二つの活動を中心に行っていく予定です。 

一つ目の活動といたしまして、ＷＥＢでの事業所紹介です。セラピスト間では、各事

業所の特色を知る機会として、また関係職種にも、施設、事業所の特色を把握し、また

活用していただけるような情報提供の場になると考えています。今後、各事業所や施設

にお声かけをして、多くの事業所に参加していただけると、よいと思っています。開催

時期は５月から６月頃と考えております。 

二つ目は、活動報告を定期的に発信できる広報誌様なものの発行です。こちらは、多

職種との相互理解の手段になるのではないかと思っています。来年度はＷＥＢ等の活動

を中心に年３～４回程度の部会の開催を考えています。以上です。 

○会長 ＷＥＢ等の活動というのは、Ｚｏｏｍとかリモート開催という意味でしょうか。 

○委員 そうですね。なかなか対面では難しいと思っておりますので、ＷＥＢ等になって

くるかと思っております。 

○会長 分かりました。ＷＥＢでの事業所紹介は、これはホームページとかにアクセスす

ると、このリハビリテーション部会の会員以外の、我々とか一般の方でも事業所につい

て紹介文を読むことができる。アクセス可能なものですか。 

○委員 できれば、そういったものも考えています。詳細は詰めておりませんので、また

ご報告できたらと思います。 

○会長 ほかの部会でも、こういうアクセス可能な事業所紹介というホームページか何か、

そういうのがあるといいと思います。ほかの四師会の皆さんとか、事業所紹介のホーム
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ページとかはありますか、部会の方でも構いませんけど。 

○委員 歯科医師会の場合は、地区ごとに会員の歯科診療所を紹介していて、各歯科医院

で独自のホームページを持っていれば、すぐそこにリンクさせてあるので、飛べるとい

うふうな形で取っています。 

○会長 豊島区もありますよね。では事務局お願いします。 

○事務局 豊島区の場合もともとは介護事業所を紹介するホームページで、三師会情報を

載せて検索できます。住んでいる場所から検索したりとか、そういったものはございま

す。三師会さんそれぞれの事業所のページにも飛ぶようにはなっています。ＭＣＳを使

っているかどうかも分かるようになっています。 

○会長 紙の冊子、手引きみたいなものはありますか。 

○事務局 紙の冊子はございますが、数年前に作られたものなので、最新情報ではありま

せん。 

○会長 千代田区、大田区、文京区もありますよね。豊島区は、何年か前に、失業者対策

のお金を使って、印刷か何かを失業対策の仕事を発注するという形で紙の冊子を作った

記憶があります。お金がかかることなので、そういうことも考えてみてください。それ

でリハビリテーション部会は、これは訪問リハビリをやってくれる事業所の紹介という

ことですよね。 

○委員 訪問リハビリだけでなく、通所ですとか、もう少し幅広い感じで考えております。 

○会長 部会の会員紹介という形ですかね。 

○委員 はい。 

 

【感染症対策部会】 

○委員 部会としての開催はできていませんが、部会のメンバーを中心にしまして、もう

２年ぐらい継続して毎週金曜日の夜にオンラインでミーティングを行っております。主

にコロナ関連の情報共有というのを行っております。 

報告事項としましては、クラスター発生時の感染対応に関するコンサルティングとい

うことで、直近では、区内の高齢者施設でのクラスターが発生した事例に対して、施設

長の先生とか事務長さんを交えて、ＴＩＴの感染症対策部会のメンバーと一緒に緊急で

オンラインミーティングを開催、感染の状況を把握、実際にその施設に訪問し、ゾーニ

ングや感染対策のアドバイスを行っていました。その感染対策に必要な物品、Ｎ９５マ

スクとかＰＰＥなどの提供については、大同病院さんとか医師会さんにもご協力いただ

きました。また、抗原検査キットが大量に必要となるので、そちらを入手するための情

報提供、あと実際に入所している方でＰＣＲ検査、あとは大同病院さんや関野病院さん

とか、その地域の病院のほうでも協力して行っていただくというような形でありました。

あと、ＭＣＳでもＩＣＴ、スレッドを立ち上げて、この経過を共有することもしました。

一番は、タイムラインにも、保健所の先生方にも参加していただくことができたので、
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保健所からの指導とかサポートというのも速やかに受けることができたのではないかと

思っております。 

人的なサポートも必要かなというところで、看護師会の委員が中心になって、看護師

会とか訪問看護ステーションのスタッフに声をかけていただき、ボランティアを募って、

何か必要とされるサポートはないかということで調整しているところであります。こう

いった事例を通して、改めてＩＣＴを活用して多職種で取り組むというのが大切だなと

感じました。ただ一方で、まだＴＩＴや感染症対策部会といった活動をより広く知って

もらうことで、皆さんで相談できる体制というのは提供できればというのが、この部会

の役割なのかなと改めて思いました。この報告事項の最後にあるＭＣＳのコミュニティ

のところにもＴＩＣ（としま在宅感染対策コミュニティ）という施策がありますので、

こちらを通して、こういう活動も発信できたらと考えております。以上です。 

○会長 在宅医学会のシンポジウムでも、先生方や皆さんの活動の様子、豊島区の例を全

国に報告させていただいています。これは保健所の皆さんが入っておりまして、保健所

との新しいチャンネルですよね。全国的に行政の伝達のやり方は、まず保健所に電話が

行って、電話とＦＡＸベースでというふうに揶揄されますけれども、そういう行政のル

ートを、それを側面から支えるというか広げる形になっていると思うんです。保健所と

しては、保健所の方、今お忙しくてメンバーに入っているかは分からないんですけど、

行政として非常に、ほかの区と比べると役に立っているんじゃないかなと思うんですね。

墨田区が、時々マスコミで墨田区方式が取り上げられていたかと思いますけれども、豊

島区のこの感染症対策部会とか、あと看護師会の委員とか歯科医師会の人たちが協力を

しているという、行政の一連の流れを横に広げて太いコミュニケーションができている

というふうに思ってます。保健所、行政の立場から、どうでしょうか。 

○委員 先ほど、クラスター発生時の感染対応に対してコンサルティングというお話があ

りましたけど、今、高齢者施設でクラスターが出た場合、なかなかスムーズに入院がで

きない。どこの病院もいっぱいでということがありまして、そういった場合、保健所の

ほうで入院調整を行うんですが、なかなかできなくて、そういった場合、東京都のほう

から直接に、医師会さんのほうに、こういったコンサルティングをお願いするようなこ

とも発生しております。非常に保健所も手いっぱいで、クラスター対応になかなか手が

届かない場合もありますので、こういったことは非常にありがたく思っております。 

  実際、自宅の療養者が区内に３，５００人ぐらい今いるような状態で、なかなか一人

一人はとても目が届かないので、ぜひ今後とも協力して、対応していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 多分あと２週間ぐらい、この波は続きますけど、もう少し先が見えつつあるよう

なというような感じでしょうか。 

○委員 本当にＭＣＳは、患者さん情報だけではなく、行政とつながるということで、物

事が早く進んだり、必要な情報が共有できたりと非常にメリットが大きいと感じていま
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すので、今後どんどん活用していきたいと思っています。 

○会長 委員、人的サポートも含めて一言ありますか。 

○委員 週に２回ずつ緊急ミーティングを立ち上げ、週に１回ずつ、夜９時から現場とＴ

ＩＴメンバーと会議をして、現場で何が今困っているのか、ではそれを明日やろうとい

うことをやってきています。今クラスターが収束しつつあるんですが、老健としての機

能を今度は回復していく段階で、やっぱりサポートが欲しいということで、対応してい

るところです。困っていることにすぐ、今日、明日対応していけるというのが、すごく

今回有効だったかなと感じています。以上です。 

○会長 マンパワーですよね。情報共有、情報の流れができるのも大事ですけれども、す

ぐ動いてくれるマンパワーということを訪問看護ステーション部会の方々が協力してい

ただけるというのはすばらしいと思います。 

あと、委員、在宅医学会のシンポジウム、ありがとうございました。歯科医師会も非

常に協力されていたと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員 電話の健康相談の窓口に、歯科医師会のあぜりあ歯科診療所が保健所から紙ベー

スのデータをもらって、それをＰＤＦにしてＭＣＳに上げて看護師会のほうにお願いす

るというつなぎ役をやっています。また老健のクラスターで、職員が濃厚接触者のよう

な形で仕事につけない時、そのフォローをあぜりあ歯科診療所の衛生士に、余裕があっ

た場合には人的にフォローしようという形で、後で報告があります。 

○会長 豊島区の皆さんは、ご自分のことなので周知のことで、それを何で今さら僕がこ

うやってしつこく聞いているのかと思われているかもしれません。これは議事録に残し

て、ぜひ、この豊島区の感染症対策部会、それから保健所の皆さん、それから訪問看護

ステーション部会、それから歯科医師会、皆さんが総出で、薬剤師会もそうですね。も

ちろん医師会は当然ですけれども、皆さん総出で行政と一丸となって普通のルート、電

話とＦＡＸのルートだけじゃなくて、もっと太い、こういううねりというか、川のよう

な流れをつくっているということは、文書というか議事録に残しておきたいと思いまし

たので、皆さんに発言していただきました。今の文脈から言って、議事録に残したいの

で発言したいという方はいらっしゃいますか。うちも、薬剤師会とか、うちもやってい

ますよと。ぜひこれは議事録に残してくださいという発言はありませんか。 

○委員 会員が参加させていただいていて、ラゲプリオの扱いも、なかなか入院患者に使

いたいときに処方箋を出せないかという質問もあったらしく、その辺もサポートさせて

いただいております。 

○委員 入院調整窓口と保健所から、老健の件に関してご依頼いただきまして、老健も管

理医師、お医者さんを一人でされている中で、少し仲間が欲しいとか、これでいいのか

なというところから緊急ミーティングまでつないでいただいて、四師会の皆さんのおか

げでこのような形でつながれることができました。この場を借りてお礼申し上げます。 

○委員 大塚病院の現状は、コロナ病床１２０床で、そのうち６０床ぐらいは、ほとんど
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お年寄りの方です。少し話が変わりますけど、今回のコロナの特徴として、たまたまコ

ロナにかかった脳卒中とか、コロナで調子が悪くなった誤嚥性肺炎の方とか、若い方で

熱が続いて、もう口も開けられないくらいの急性扁桃炎の方とかという、一般臨床の患

者さんを全部コロナ病棟に振る、PPで診ているというような状況です。なるべく早く在

宅に持っていきたいのですが、なかなかそれがうまくいかないという状況。ただ、非常

にうまくいっているのが大塚ネットで、ゼビュディという抗体療法で、これが実際もう

５０症例ぐらいやっています。これは保健所を介さないで、１泊２日で投与して、連携

の先生、文京区にもしてもらったんですけど、豊島区の先生とか文京区の先生にＭＣＳ

で健康観察を依頼できていますので、非常にありがたく思っております。以上です。 

○会長 来週、文京区の同じような会議がありますので、そこでもぜひコメントしたいと

思います。では副会長、この感染症対策に関して、医師会の立場をお願いします。 

○副会長 皆さん方が本当に協力し合って、豊島区としてはコロナ感染に当たって、非常

に感謝している次第でございます。日々、診療所では、毎日のように陽性者がどんどん

重なってきまして、ＨＥＲ－ＳＹＳというシステムに入力して、健康観察を毎日管理し

て、それにまた入力して、カルテにも入力してというので、もうクリニックの先生たち

は、もう目いっぱいなので、ぜひ多職種の先生たちの力を借りて、この難局を乗り切り

たいと思っております。 

 

（2）在宅医療相談窓口の実績報告について 

○委員 ９月から１２月の４か月分のご報告をさせていただきます。新規ケース数として

は、平均的に１８件ぐらいで来ている形になります。１２月末現在時点での昨年比でい

うと、２１件ほどマイナスになっています。その中でも、入院中の方からの在宅退院支

援がマイナス２２件と大幅に少なくなっています。コロナ禍で面会ができず、退院を希

望される方が多いというような情報も聞いている中では、窓口への相談としては減って

いるので、円滑に進んでいるのであればいいかなと思います。依頼者、業務方法につい

ては、例年どおりの数字になっております。 

普及啓発・情報収集活動に関しては、コロナ禍ということもあって、訪問や来所する

機関は例年に比べると少なくなっております。その中で、地域包括ごとの多職種連携の

会に関しては、ほぼオンラインを使用しての会や、感染対策をして縮小した形でいろい

ろな会を行っております。テーマに関しては、総合事業のことであったり、区民向けの

講座であったり、体験会等を実施できています。各圏域とも少しずつ開催できている状

況です。研修セミナー等、あと在宅医療学会も参加させていただいております。 

  自宅療養者医療支援強化事業については、コロナ関連の事業として前回からご報告さ

せていただいています。８月から載っていますが、前回ご報告させていただいたものか

ら一部修正がありましたので、８月から１２月分を記載させていただいております。８

月９月と、まだ第５波の影響もあって、数字としては多くなっておりますけれども、１
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０月以降は、自宅療養者の方への往診事業に関しては、ほぼゼロです。１０月は１日だ

け電話診療がありましたが、１１月１２月と０件になっています。この事業に関しては、

１月以降も続いていて、次回の連携推進会議でご報告させていただきます。１月に関し

ては、また数字としては増えてきている現状があります。また、コロナ関係の会議等に

出たものを記載させていただいています。 

今後、高齢者施設等への往診も徐々に出てくるかなと思っています。引き続き窓口と

しては受け付けて、協力いただける先生方の調整を行っていきたいと思っております。 

  事例に関しては、一部抜粋して記載しております。一つ目の事例は、５５歳女性、相

談支援分野としては経済的支援を行った方になります。区議会議員のご紹介で本人から

ご相談がありました。先天性エリテマトーデスの再発で仕事を辞め、ハローワークに行

ったけれども雇用保険はもらえない、生活保護を相談するようにと言われたとのことで

した。療養中は受給期間延長の申請をしており、雇用保険の受給は可能であることを確

認して、ご本人の働く意思などもあり、雇用保険を受給しながら現在の体調に合った仕

事を探すことを調整しております。ハローワークに相談することとして、難病患者就労

サポーターや難病相談支援センターの就職支援についても情報提供を行って、結果、雇

用保険の受給となっております。二つ目の事例は、区外在住の９３歳女性の方ですが、

ご依頼者が豊島区内在住のご家族の方です。誤嚥性肺炎・無菌性髄膜炎でご入院中でし

た。主治医からは、予後は数週間と告知をされて、吸引が頻回で病院での看取りを勧め

られている。コロナ禍でなかなか面会もできない中で、依頼者である娘さんとしては退

院させたいけれども、本人としてはそのまま入院でもいいというようなことでした。ご

家族としては、もっと何かしてあげたいという気持ちがあり、このまま最期を迎えるの

は納得ができないとの訴えがありました。こちらのほうでは、依頼者と病院側との相違

があり、すり合わせが必要だと考え、病院に対してその機会を設けていただくような相

談方法を助言させていただきました。病院側とのカンファレンスが予定されていました

が、結果としてはその前に逝去されたという形で報告をいただいています。ご依頼の方

としては、本人にやりきれなかった罪悪感などがあり、その思いに寄り添いながら、依

頼者の方が信頼されている緩和ケアチームの看護師さんにも関わっていただくことを勧

めさせていただきました。 

もう一つの事例としては、１０歳の男の子のケースになります。障害福祉課からの紹

介で、お母さんのほうからご相談がありました。小学生の気管切開と胃ろうの医療的ケ

ア児の方になります。ふだんの通学時に関しては、医療的ケアに関しては学校の看護師

さんが対応されているようなんですけれども、校外学習などのときはお母さんの付添い

が求められるとのこと。年齢的なこともあって、同行を嫌がったり、お母さんの体調面

もあり同行が難しい。訪問看護の自費利用では高額になるので、相談・対応できる依頼

先はないかというご相談がありました。現在、なかなかご利用できるサービスがないと

いう情報でしたが、小児の訪問介護や看護を提供している事業所や相談支援の事業所か
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ら情報収集をした結果、ボランティアナースの情報提供をさせていただき、経済的に折

り合いのつくボランティアナースの利用を検討することになりました。結果的には、コ

ロナの感染拡大もあり校外学習のほうが実施されていない状況のようですが、円滑に進

むような形で情報提供をさせていただいた医療的ケア児の例をご紹介させていただきま

した。以上です。 

○会長 医療的ケア児は法律が通りましたよね。医療的ケア基本法でしたか、法律の名前

を忘れましたが、在宅医療の勉強会、勇美記念財団の勉強会で勉強したんですけど、国

会で医療的ケアの基本法か何かが成立しているので、もう少し法律に基づいてやりやす

くなっていると思うんです。 

○委員 少し勉強不足なので、また勉強しておきます。 

○会長 １２月かな。ついこの間やったんですけど、超党派で、議員提案で議連ができて、

そこでもう法律がちゃんと成立したみたいですよ。 

それから、一つ目の事例ですが、生活保護の相談をするようにと医師会の相談窓口に

紹介されたということですよね。 

○委員 ご本人は、雇用保険の相談と思って、ハローワークに相談に行ったのですが、仕

事ができないのであれば生活保護を受給したらいいのではと言われたということでし

た。生活保護の窓口では、どうして私は雇用保険を利用できないんでしょうか、どうや

ったら使えますかという相談に来られたということです。ご主人のご収入もあったので、

生活保護は全く該当するご家庭ではなかったです。 

○会長 これも改正社会福祉法で、基礎自治体が総合窓口ですよね。ワンストップ型の、

高齢者も障害者も生活困窮者も全て１か所の窓口で受けなければいけないというふう

に、たしかなっていると思うんですけど、それに近い働きをされている。そういう意味

で、区からの委託を受けているので、広い意味では区の仕事をしているとも言えるので

すが、まさにこれはコミュニティソーシャルワーカーですよね。コミュニティソーシャ

ルワーカーとして働いているんじゃないかなと思いますし、全世代型の地域共生社会、

まさにそれにふさわしい仕事じゃないかなと思います。 

○委員 豊島区は、コミュニティソーシャルワーカーも充実というか、各圏域に配置され

ていまして、医療的な内容が主に相談内容に重きがあるときには、こちらとも連携を取

って、共同支援という形でさせていただいていますので、日頃から連携を取らせて対応

させていただいています。以上です。 

○会長 区のほうで、どなたかコメントはありますか。改正社会福祉法とかいろいろで、

基礎自治体がもう総合相談窓口をつくらなければいけないというふうになっていたと思

うのです。 

○保健福祉部長 自治体によってはワンストップサービスで何でも福祉相談みたいな窓口

を設置しているところもあるのですが、豊島区ではいろいろな窓口が、それぞれのとこ

ろでやっておりますので、ただ、どういう相談が来てもそこで断らない。一旦受け止め
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て、いろんな窓口と連携をして対応するということでやっております。それが重層的な

支援体制というようなことでやっておりまして、ＣＳＷも今、区民ひろばにおりますけ

れども、その一員として有機的に連携して機能させているという状況です。 

○会長 ワンストップ型、もしくは連携型ですよね。連携ネットワーク、どちらかでとい

うふうに言われていたと思いますし、コミュニティソーシャルワーカーは、これは社会

福祉協議会の方ですか。 

○保健福祉部長 はい、そうです。区から社協に委託をして、社会福祉協議会の職員がＣ

ＳＷをしています。 

○会長 ＣＳＷというと世田谷区が有名ですが、ぜひ豊島区も有名になっていただければ

と思います。 

 

（3）歯科相談窓口報告実績報告について 

○委員 ９月から１２月までのご報告をさせていただきたいと思います。第５波が収束し

て、ちょうど落ち着いた頃、１０月に大変ご相談件数が増えたという状況になっており

ます。そのときの在宅の申込みもたくさんございました。その後は、皆さんコロナに慣

れてしまったというところもあり、コンスタントに在宅の申込みをいただいているよう

な状況になっております。 

次に、参考資料の２をご覧いただきたいと思います。まず、１番目の方ですが、奥の

歯がぐらぐらしているということで入れ歯が合わなくなってしまっている。抜歯の手続

をして、抜歯をさせていただいて、治療を進めていきました。２番目の方ですが、入院

されている方でした。病院内には歯科が入っていないということで、あぜりあ歯科のほ

うから来ていただけないかというご相談でした。訪問して口腔ケアを行いました。その

後、退院され、ご自宅のほうでも引き続き口腔ケアを行っております。３番目の方です

が、豊島区在住、板橋区の歯科に通院されていましたが、認知症が進んで通院できなく

なったので、訪問でお願いしたいと申込みがありました。４番目の方ですが、癌で骨粗

鬆症のお薬も飲んでいるので、きちんとした歯のお手入れをしていきたいとお申込みが

ありました。５番目の方ですが、初診で１回訪問させていただきましたが、その後病状

が悪化して入院されました。幸い退院されてきたということで、また再開しております。

顎骨壊死というのを起こしておりまして、歯肉がなくなり顎の骨が出てきてしまってい

る状態です。そこを治療するのは難しいのですが、清潔を保つことが一番ということな

ので、専門的口腔ケアで入らせていただいて、今も続いております。６番目の方ですが、

通院していた歯科が閉院してしまったとのこと。通うところがなくなく通院も難しくな

ったとのことで、ご依頼がありました。７番目の方ですが、豊島区は外国人の方がたく

さんいらっしゃって、うちの患者さんで、バングラデシュのご出身の方のお子さんが障

害児で、あぜりあ歯科にかかっていたんですけれども、やはり、このバングラデシュ人

のコミュニティの中であぜりあ歯科が有名になっていたようで、あぜりあ歯科は障害を
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お持ちの方しか診れないんですけれども、健常の方のバングラデシュ人のご紹介のお電

話とかもいただいて、取りあえず、日本語があまりお上手ではないということなので、

あぜりあ歯科で対応して、それで会員の先生のところで診ていただけるようであれば、

そちらに紹介しようということで、一旦来て拝見しました。そうしましたら、親御さん

のどっちだったか、忘れちゃったんですけど、結構日本語が上手だったので、一般の歯

医者さんでも対応できるかなということで、この紹介いただいたお子さんも結構お上手

に診療ができるお子さんなので、わざわざ、あぜりあ歯科でなくて、会員の先生のとこ

ろで大丈夫でしょうということで紹介をいたしました。この方、前歯がぐらぐらしてい

るということで、抜歯をして終わりだったんですけれども、その後のメンテナンス等は

そちらの歯医者さんでということで話がつきました。最後の１歳１１か月の女の子なん

ですが、これは保健所のほうからご紹介をいただきました。人工呼吸器をつけて、日中

は外しているということで、摂食嚥下指導を訪問でご希望されていていました。訪問で

の指導が可能であることはお伝えしたのですが、その後お返事がないのでペンディング

状態です。 

あと、痛いので急いで訪問に来てほしいという依頼が増えております。できるだけ、

すぐに対応できるようにはしていますが、やはり歯科医師がいない場合などもあり、２、

３日とか１週間後とかになってしまうこともあります。これを聞いていただいている関

係者の皆さんには、症状がひどくなる前に、１度歯科のほうに診せていただいて、緊急

事態になってからではなくて、安定しているときからケアに入っていくということがい

いのではと思っております。急に、とても痛くて、もう抜歯が必要となっても、結局、

在宅で療養されている方というのは、いろいろなご病気をお持ちで、すぐに抜歯に行け

ない場合が多いんです。その間、薬で痛みを抑えて我慢しなければならなかったり、あ

とはもう寝たきりの介護状態の方でも、高次医療を紹介して、そちらでやっていただく

必要がある例などがありますので、ぜひ早め早めに歯科の受診を勧めていただけたらな

と思っております。以上です。 

○会長 最後の例は、在宅で療養されている方や施設の方が、なかなかコロナのこともあ

って受診、ふだんのこの口腔ケアがちゃんとできなくて、ぎりぎりになるまで待って、

最後に悲鳴に近いような形でヘルプを求めるということでしょうか。それで、早めにち

ゃんと対処したほうが、抜歯とか感染症のリスクもありますし、早め早めに声をかけて

ほしいということですね。 

○委員 そうですね。コロナというわけではなくても、やっぱり口の中は痛くならないと、

歯医者さんになかなか行かないというのが現状なので、在宅の方というのは、また病気

が重度であったりするので、痛くなってからでは対応がなかなか難しくなってくるので、

早め早めにチェックをしていただけるような、ケアマネさんやら何からか、早めに行っ

たほうがいいですよと勧めていただけたらありがたいなと思います。 

○会長 今の発言は、少し遠慮して、はっきり名指しはしませんでしたけど、在宅介護と
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か施設、いろんなところで、介護、ケアマネさんをはじめ、全ての在宅や施設やそうい

うところで、診療も介護もやっている方全てに向けてのメッセージということ。 

○委員 そうですね。急には本当に訪問できないし、本当に歯を抜かなくてはいけないと

いう状況になってもすぐに対応してさしあげられないというのが、見ていてお気の毒な

ので、早めに歯科の介入をしていただけるといいのかなと思っております。 

○会長 障害者歯科というのは歯科医師会で引き受けてやっている、これは行政のもので

すけれども、身体障害等の障害者以外も、日本語がしゃべれないというのは社会的な、

最近はそれも広い意味の障害に取りつつあります。でも、日本語が分かる方が間に入れ

ば、それは普通の一般歯科でもできることですけど、最初の窓口としては引き受けざる

を得なくなってくるんですかね。 

○委員 そうですね。はい、引き受けないといけないと思っています。 

○会長 障害者歯科というくくりで来るということですね。 

○委員 はい。 

○会長 それから、２番の事例なんですけど、これは僕、病院に勤務していたのでよく分

かるんですけど、実は病院の歯科は意外と手薄なんですよね。病院の歯科は非常に手薄

で、大学病院クラスでも、歯科医師の方は割と非常勤に近くて、外来はやるけど病棟は

診れないというところが大学病院クラスでもあったりするんですよね。入院患者さんは、

歯科は診れない。口腔外科はあっても、口腔ケアは、入院患者さんの口腔ケアは、実は

歯科の先生はやってくれないというのが。なので、こういう事例は増えてくるんでしょ

うね、２番。ある病院に入院中の患者さんに歯科医師会の先生が、これは訪問歯科診療

なんですかね。 

○委員 そうです。訪問歯科診療になります。 

○会長 それで、入院中にちゃんと点数が取れるますか。 

○委員 算定できます。 

○会長 何か薬剤師会の相談窓口で、１例か２例、薬剤師会相談窓口の事例として、報告

することはありますか。 

○委員 現時点では、いろいろ広く受けてみて、どんなことが話が来るんだろうという中

で、飲み合わせであったりとか、あとは制度の問題、今回のコロナ陽性患者の２８の処

方の扱いであるとか、書き方であるとか、今回はそういうようなところが多かったとこ

ろです。 

○会長 将来、この二つの相談窓口、在宅医療相談窓口、それから歯科相談窓口、それで

薬剤師会の相談窓口も充実してきましたら、ここで並んで報告できるようになるといい

なと思います。ありがとうございました。 

 

（4）在宅医療コーディネーター研修について 

○委員 こちらの養成講座は、意思決定支援と合意形成をコンセプトに今まで進めてきて
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います。今、ご覧になっているのは、２０２１年、今年度のカリキュラムです。こちら

が、会議にご出席の先生方にも多くご登壇いただいて大変お世話になっていますし、皆

さん、受講者の感想も、とてもいいものでした。全部で５回、先日最終回を終えており

ます。 

受講生の属性ですが、参加者数は１３人です。ご覧のとおり、非常に経験年数の豊かな、

すごく多い方たちがご参加してくださっています。 

  次に各講義の感想について、講座に関する全体的な感想のみ、こちらに挙げさせてい

ただいております。経験年数が非常に豊かとはいえ、受講動機では、いまだに医療知識

を増やしたいとか、医療との連携を学びたいとか、医療との関わりの不安を払拭すると

いうことが挙がってきております。受講を通して、非常に勉強になるということを感想

としてはいただいております。 

次に、今後に向けてということで、１２年間、実はこれが続いておりまして、かなり

私見も交えてですけれども、お伝えしていきたいことが２点ございます。養成講座を１

２年間やっていて、どんな意味があったのかなというのが①番ですね。「“経験”の違

いが実力の違いになる」と書かせていただきましたが、経験者の方が参加していただく

と、この養成講座がどんな意味を持つかというと、後づけで整理する機会になっている

なという印象です。今まで非常に経験を豊かにしてきていても、ある意味一つの視座と

いうか、体系的に経験をまとめるような機会がないということで、この講座がそういう

場になっているのではないかというふうに思います。 

逆に、経験がない方も参加してくださっていて、そういう方には一つのコンセプト、

意思決定支援と合意形成というコンセプトの下で体系を提供できているのではないかと

思っております。 

２点目の原点回帰というのは、少し誤解を招きやすい表現ではあるんですが、もとも

と意思決定支援というコンセプトを挙げていましたけれども、それはもう既に、実は福

祉専門職の方が基礎学習の中できちんと学ばれてきているもので、医療者が医療コーデ

ィネーションという名の下で意思決定支援を語るより、もっと深く、もっと丁寧になさ

っているなというのを参加者から学ぶことも多くなってきました。その中身というのは、

やっぱり患者さんとか利用者さんの尊厳を維持したり、人権の視点をお持ちだったり、

整理できていない方に近づいていく技術であったり、見守りの技術というのは、むしろ

福祉専門職の方たちに託していけるべきところかなというふうに感じています。 

一方で、この医療コーディネーション、医療者の先生たちにご講義をお願いしている

んですが、もっと強調していくほうがいいなと思っていることは、医療的介入の意味や

意義、あるいは効果検証に関する知見を、こういったケアマネジャーさんが主体の受講、

養成講座なので、その辺りをきっちりと伝えていくことに意味があるのかなというふう

には思っています。 

もともと１２年前は、医療者には福祉の知識を、福祉の方には医療の知識をみたいな
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区分けをしていたんですが、福祉の専門職の方の福祉の知識というよりは、意思決定支

援の技術ですとか考え方というのを、むしろ福祉の方たちから医療者が学んでいく必要

があるのかなというふうに最近は思っております。それも含めて、今後の講座の在り方、

徐々にもう、修了者の方にアレンジから講師から全部お任せしていく時期に来たなと思

っておりますが、そういう方たちに、それをやってくれる方たちに医療の専門職の思考

や介入や効果を伝えていく講座であり、福祉専門職から意思決定支援を学ぶ講座のよう

な体系というか、講座の設計をしていくと、より充実していくのではないかなというふ

うに思っています。 

次は、基礎編２回を終わっていますので、応用編のほうになるんですが、応用編、例

年、在宅医療と非常に関係のある救急医療とか緩和医療、なかなか、接点があるようで

ない、在宅の福祉の方たちに接点があるようでないようなテーマで講座を進めていくこ

とを考えています。去年は救急と緩和だけだったんですが、今年は総合診療も少し入れ

てみようかなというふうに思っています。 

あと、もう一個、ここでご発言させていただくのが適切かどうか分からないんですが、

在宅医療連合学会のほうでも、在宅医療インテグレーター養成講座というのが実は開校

されておりまして、そちらは多職種でのグループワーク、事例検討を含め、結構充実し

た研修になっています。今年なんかは自治体さんが、参加費を払ってあげるという形で

参加してきた自治体の方たちもいらっしゃって、そういうものを利用していくのも一つ

のやり方かなというふうには思っています。以上です。 

○会長 それから、もう１２年なので、ぜひ記録、教科書を作ろうとかいう試みがかつて

ありましたけれども、なかなか出版社が見つからなくて、とん挫してしまったんですけ

ど、やっぱりこの１２年間の知見をまとめて見える化できるといいなと思っています。

それから、在宅医療連合学会、荻野先生のもので、僕も少し、以前関係していたので、

触れていただいてありがとうございます。そことどのようにタイアップしていくか。水

木さんも多分あっちのほうにも関わっておられたと思いますし、どのようにタイアップ

するのかということは、学会としても少し考えていければいいなと思います。 

それから、前回もお話ししたかもしれませんけど、どこの区か忘れてしまったんです

けど、このような豊島区の在宅医療コーディネーター養成講座に匹敵する、同じような

コーディネーターの研修会があって、そこは区長さんが出てきて、区長さんから修了証

とバッジを渡すというところがありました。豊島区で、そこまでではないんですけど、

こういう何か修了証とか、そういうバッジがもらえるとか、そういうようになっていく

と権威づけられて、お互い、教える側も教わる側も、それから修了した後も励みになる

んじゃないかなと思います。 

 

（5）豊島区在宅医療連携推進会議交流会について 

○委員 昨年、２年と、２年連続でできていなかった交流会に関して、今回も医師会が担
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当させていただく関係で、３月５日の土曜日、例年の４時から、一応場所はここ、今、

ＩＫＥ・ＢｉｚとＷＥＢ開催と書いていますけれども、現在の感染状況から、ＷＥＢ開

催になるのかなということで、テーマは「ＡＣＰについて」ということで、まず、６０

分ほど中京大学の先生、稲葉先生に、ＡＣＰについてご講演いただきまして、その後、

ＩＣＴ部会でも先ほど出ましたＡＣＰのアプリ、「ＭＣＳ－ＡＣＰアプリについて」、

エンブレースの見藤さんと土屋委員のほうからご講演いただきます。また、今年の２月

に区内の社会福祉協議会の中に開設しました終活あんしんセンターから、今回、昨年の

１１月に完成した「終活あんしんノートについて」ご説明いただきたいと思っています。

その後、状況に応じてですけれども、グループワークを、Ｚｏｏｍ上のブレークアウト

セッションを使ってか、開催するかどうかは、これからまた協議をしていきますけれど

も、グループワークも実施できたらなと思っています。以上です。 

○会長 稲葉先生を推薦したのは多分、村崎委員も関係しているんじゃないかと思うので

すが。 

○委員 いえ、違います。 

○会長 分かりました。最後に、オブザーバー参加している大塚病院の田中先生、感想を

一言、いかがでしょうか。 

○委員 私は脳神経内科を専門にやっています。大学は高田委員と同期なんですけど、各

職種の方が、それぞれの立場から、積極的というか継続的に活動されているということ

がよく分かって大変感銘を受けました。ただ、今年はコロナの影響もあっていろいろな

ことがストップ、ブロックされてしまっているのかなという気がします。ただ、こうい

うＩＣＴも使って、こういうふうに顔が見える形でやっていると、それはそれで、また

別の面もあるのかなと思って拝聴しておりました。また、いろいろ、少し、もっと細か

いことが分かってきたら何か発言させていただくこともあるといいなと思っています。 

○会長 会場に集まってもらう場合には、いろいろ椅子の関係とかもあるんですけど、こ

ういうＺｏｏｍ、リモートですと、１台のカメラの前に１施設１アカウント的に、こう

いう複数の方がお座りいただくということも十分可能だと思います。なので、感染対策

をちゃんとした上で、２人、３人でということも可能だとは思います。このような形の

積極的なオブザーバー参加は、個人的には進めていただければと思います。それは、事

務局とか区役所、それから、ほかの皆さんとの協議も必要ですけど、個人的にはぜひ、

田中先生、ぜひ次回も歓迎いたします。 

【その他】 

では、事務局、どうぞ。日程調整はしますけど、ごめんなさい。区役所の方にも非常に

積極的に、保健所長、それから部長、皆さんからご発言いただき、非常にありがとうござ

います。行政と、こういう現場で頑張っている皆さんが一体になっているということが、

特に、今日は本当に強く感じました。行政の方の積極的な発言をこれからも期待します。 

○事務局 在宅医療コーディネーター研修のところの修了証のお話がございましたが、豊
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島区でも修了証をお渡ししております。さらに申し上げますと、上級者研修を修了した

受講生には、ご本人の希望があった方については、ホームページでお名前ですとか事業

所名を掲示しておりますので、チャット機能で皆様にそのリンク先をこの後お送りいた

します。以上です。 

○会長 ありがとうございました。すみません、豊島区が何もやっていないというわけで

はなくて、修了証はたしかあったと思いますけど、何かバッジをくれるところがあるら

しく、それはそれでいいなと。多分、立派なバッジじゃなくてもいいんだと思います。

シールのようなものでもよろしいかと思います。あと、ОＢというか、アルムナイとい

うんですかね。その卒業生、修了者の方々のネットワークやコミュニティをつくってい

くということにも役立って、その方が地域で活躍していく。今も実際そうですよね。相

談窓口、歯科相談窓口の初代の方は修了生だったと思います。そのように発展していた

だければと思います。豊島区は非常に先進的な区だと思って、ほかのいろんな機会で宣

伝といいますか、吹聴しております。 

  では、最後に日程調整をしたいと思います。いろんな団体のご意見等を踏まえて、日

程調整なんですが、最大な候補日として、５月３１日火曜日という案、少しピンポイン

トで大変申し訳ないんですけれども、多くの団体は、この日が最も都合がいいというよ

うなことだったんですけれども、いかがでしょうか。もし、どうしても都合の悪い、一

応、四師会の方々はこの日でいいと承っておりまして、それ以外の介護系、福祉系の方々

で、難しいということがあれば、事務局のほうに申し出ていただければと思います。一

応、現時点では仮押さえですけれども、５月３１日火曜日、令和４年度第１回を予定し

ております。 

○事務局 本日は皆さん、遅くまでありがとうございました。来年度も、ぜひ、顔を合わ

せて開催できればと思いますので、皆さん、よろしくお願いします。ありがとうござい

ます。 

○会長 ありがとうございます。８時半には終わると思って僕も始めていたんですけど、

その分、議事録は立派な議事録になっていると期待いたしますので、ぜひ議事録を次回、

今日の議事録が添えられると思いますけれども、ぜひ読んでください。 

では、本日はどうもありがとうございました。 

では、次回５月に、令和４年度第１回でお会いしたいと思います。ありがとうござい

ます。 

（午後９時０３分閉会） 
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